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平成２１年度研究について

香川県小学校教育研究会国語部会

１ 平成２１年度研究主題設定とその背景

基礎的・基本的な知識及び技能を習得し，活用する学習の構築

－知識・技能の明確化と言語活動の教材化－

香川県小学校教育研究会国語部会では，昨年度，研究主題を「改訂指導要領の趣旨に沿った

国語科学習の在り方 －知識・技能を習得し，活用する学習の構築－」とし，その中で「習得

・活用」の在り方を探ってきた。そして，その１年間の研究を通し，次のような方向性が見え

てきた。

① 習得・活用する知識・技能を明確にして実践にあたること

② 発達段階，あるいは単元に応じて，どのような活動をすればよいのかを見出していくこと

本年度は，昨年度研究を受け，さらに「習得・活用」についての研究を深めていくというス

タンスをとる。そこで，研究主題として「知識・技能を習得し，活用する学習の構築」を掲げ，

「知識・技能の明確化」と「言語活動の教材化」の２つの観点から，その具現化をめざすこと

とした。

それでは，以下，サブテーマに示したこの２つの観点から主題設定の背景を述べていきたい。

（１）知識・技能の明確化

これまで，ややもすれば，「～をまとめなさい。」「～の気持ちを想像してごらん。」のよう

な活動指示に終わり，そうするための基礎的・基本的な知識及び技能を十分に教えていないこ

とがあった。そのため，説明文にしろ物語にしろ，その内容の読み取りがねらいのようになり，

国語科としてどのような力が必要なのかが曖昧なまま終わってしまうことも多かったのではな

いだろうか。私たちが実践にあたる際には，身に付けさせたい知識・技能を明確にもっておか

なければならない。

そのような視点で新学習指導要領の総則を読むと，知識・技能の明確化を図る際，次のよう

な留意点が明示されていることに気付く。

…創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で，基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得

させ，これらを活用して課題を解決するために必要な思考力，判断力，表現力その他の能力をはぐくむ

とともに，… （「小学校学習指導要領 総則 第１ 教育課程編成の一般方針 １」より）

ここに示されているように，基礎的・基本的な知識及び技能の習得は，思考力，判断力，表

現力等の育成の土台を支えている。ここが揺らいでしまっては，また，「活動あって学びなし」

の学習に陥ることも懸念される。

すなわち，「知識・技能の明確化」を図るためには，それを活用することで，どのような思

考力，判断力，表現力等を育てようとするのか，その思考力等を育てるにあたり，知識・技能

は適切なものとなっているか，それを見据えることが求められているのである。
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（２）言語活動の教材化

本年度も４月に全国学力・学習状況調査が実施された。それが「主として『知識』に関する

問題」と「主として『活用』に関する問題」から構成されていたことは，これまで通り，実生

活に立脚する学力が求められていることを意味する。

国語科の学習においても，閉じた教材の中で知識・技能を教えるにとどまらず，学習者の主

体的な言語活動を授業場面に取り入れていくことが必要である。そうすることによって，知識

・技能が活用され，生きて働くものとなるのである。

この言語活動に関しては，新学習指導要領解説に次のように示されている。

･･･基礎的・基本的な知識・技能を活用して課題を探求することのできる国語の能力を身に付けること

に資するよう，実生活の様々な場面における言語活動を具体的に内容に示す。

（「小学校学習指導要領解説 国語編 第１章総説 ２ 国語科改訂の趣旨」より）

これを受けて同第２章において，「話すこと・聞くこと」，「書くこと」，及び「読むこと」

の各領域が，(1)指導事項と(2)言語活動例に再編された。この(1)は基礎的・基本的な知識・

技能が課題解決過程に準じて構成され，(2)では実生活の様々な場面における言語活動例が示

されている。また，(2)の言語活動を通して(1)の基礎的・基本的な知識・技能を活用できるよ

うにすることとも記されている。思考力，判断力，表現力等を含む，国語科が求める目標は，

(1)の指導事項と(2)の言語活動例で具体化されるのである。

２ 研究の視点

それでは，「知識・技能の明確化と言語活動の教材化」を追究していく際，どのような視点

をもって研究にあたればよいのだろうか。昨年度の課題を振り返りながら考えてみたい。

（１）「知識・技能の明確化」を図る際の視点

① 学年や単元の系統を捉えること

昨年度の夏季研修会の反省では，「発達段階に応じた指導の在り方を明らかにしたい」とい

うご意見をいただいた。

本年度は，まず新学習指導要領を基に，その学年で身に付けさせたい知識・技能，そして育

てたい思考力等を明確にして実践にあたってほしい。

例えば，１年生「はるの ゆきだるま」で「場面の様子と登場人物の行動から想像を広げる

力（思考力）」を育てたいとすれば，そのためにはどんな知識・技能が必要となってくるかを

考えるのである。そこでは，「さし絵とことばから想像する」「会話と行動をつないで想像す

る」という知識・技能が大切になるかもしれない。そして，それが２年生でさらに「ニャーゴ」

で「どのように行動しているかを読み取る」という知識・技能が加わったりするのである（「大

きなねこが，手をふり上げて立っていました。」「できるだけこわいかおでさけびました。」「小
、、、、、、、 、、、、、、、、、、、 、

さな声でこたえました。」など）。
、、、、

また，別の例で言えば，「ごんぎつね」で「視点」という知識を子どもたちに捉えさせよう

とするならば，「夏のわすれもの」で，「語り手」をおさえておくことが重要になるだろう。



- 3 -

このように，学年や単元の系統を捉え，今，この単元ではどのような力を付けさせたいのか，

そのためには，どのような知識や技能を身に付けさせておかなければならないのかを明確にし

て実践を考えていくことが大切である。

② 子どもにも「知識・技能」を意識させること

教師が，子どもの身に付けさせたい「知識・技能」を明確にもっておくことの重要性は前項

で述べた。それと同時に，子どもたちにも，学習内容である「知識・技能」を意識させること

が必要である。そういった場を学習過程の中のしかるべきところに位置付けておかなければな

らない。そして「こんな時には，こういう考え方を使えばいいんだ。」「他の場面でも使えそ

うだ。」と，その知識・技能の有用性を実感させるようにしたい。知識や技能を習得する際，

活用の場を意識させることで，それらは後の活用につながるようになるのである。

何のためにこの学習をしているのか。今，学んでいることが，どのような場で生きるのか。

そして実際どのように役に立ったのか。子どもたちがそのような学習経験を積み重ねることが，

香川県の子どもたちの「国語への関心・意欲・態度」を高めることにもつながるのではないだ

ろうか。

（２）「言語活動の教材化」を考える際の視点

① 「課題を解決するために必要な力」をはぐくむための言語活動を設定すること

どのような思考力，判断力，表現力等を育てたいのかを教師が明確にもって言語活動を組む

ことである。

例として，説明文「イースター島にはなぜ森林がないのか」（第６学年）を挙げる。ここで，

「筆者の主張と事例との関係に着目する」という知識・技能を活用し，「テキストを熟考・評

価する」という思考力を育てたいとしよう。

この説明文における筆者の主張は次の通りであり，これと具体的事例の関係を読んでいくの

である。

○26 モアイ像は，西暦1000年から1600年ごろの間に作られたとされている。祖先を敬うためにモアイ像を

作った人々は，数世代後の子孫の悲さんなくらしを想像することができなかったのだろうか。

○27 祖先を敬う文化はさまざまな民族に共通であるが，数世代後の子孫の幸せを願う文化は，それほどい

っぱん的ではないのかもしれない。しかし，今後の人類の存続は，むしろ，子孫に深く思いをめぐらす

文化を 早急 に築けるかどうかにかかっているのではないだろうか。
さっきゅう

読んでの如く，主張はモアイ像を中心に述べられている。子どもたちは，この主張と事例と

を比べながら，「筆者が最も伝えたい事例は『モアイ像』なのだろうか。」「『ラット』『農地』

『丸木舟』と，この主張とのつながりは何なのか。」と，この書きぶりを熟考・評価するであ

ろう。

こうして文章を読み取った後，「主張と事例とが合うように，説明文をリライトする」とい

う言語活動を設定する。そうすることで，「この主張を説得あるものにするには，モアイ像の

事例を最初に挙げ，他の事例を付加するように書けばよいのではないか。」「いや，事例は時

間の流れに沿って書かれているからこれでいい。私は，主張の部分に『ラット』などのことも

入れてリライトするよ。」と主張と事例の関係を考えながら「テキストを熟考・評価する」力

を高めていくのである。
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② 様式と言語行為を意識すること

「活動あって学びなし」。このような事態は避けなければならない。そのためにも言語活動

の様式と言語行為を教師が意識しておかなければならない。

例えば，新学習指導要領に示されている，説明，報告，記録，紹介･･･等の言語活動の様式

を４類に分けると次のようになる。

記す：物事を把握，理解するために，その様態を対象に即して述べたもの。記録，報告など。

説く：相手に物事を理解させたり説得したりするために，ある観点から事柄を分析して述べたもの。説明，

紹介，提案など。

語る：物事や考えを生き生きと伝えるために，自己の観点から事柄を再構成して述べたもの。随筆，紀行，

日記など。

創る：現実には存在しない物事や抽象的な事柄を考え，表すために，想像し生み出して述べたもの。物語，

詩など。

このように分類することによって，育てたい力を，より具体的に見極めることができるよう

になる。

さらに，言語活動は，表現様式に則った様々な言語行為の束であると考えることができる。

例として，第５学年及び第６学年における「読むこと」の中に示されている言語活動例「本

を読んで推薦の文章を書くこと」について述べる。

この「推薦」という様式は，次のような言語行為から成り立っている。まずは，その本のあ

らすじを的確に押さえ，それに対する感想をまとめなければならない。また，場合によっては

推薦する作品中のことばを引用したり，推薦する作品のよさを際立たせるために他の作品と比

較することも必要となる。

言語活動における表現様式を意識するということは，そこに含まれる言語行為を明確にする

ことにつながる。こうした教師の意識が，子どもたちの言語活動を充実させる。

③ 目的を明確にして取り組むこと

もともと言語活動は「話すこと・聞くこと」「書くこと」「読むこと」が総合的に絡まって

展開されるものである。

例えば，物語を読み，主人公の気持ちをワークシートにまとめた後，友達と意見を交流する

という活動を設定したとする。活動だけに目を向けると，ここには「読むこと」「書くこと」

「話すこと・聞くこと」すべての力を学ばせていると思ってしまいがちである。しかし，この

時，育てたいのは「読むこと」に関わる力だとすれば，この活動の中で子どもの身に付けさせ

たい知識・技能とは何かを明確にもって実践にあたらねばならない。

具体で言うならば，「会話に着目する」という知識・技能をもって主人公の気持ちを読んで

いくのなら，話し合いにおいても，「どの会話からそう考えたのか。」「その会話からなら，こ

ういうふうに考えられるのではないか。」という交流が展開されるのであろう。

（３）実践の検証

実践をよりよいものにするためには，その検証が必要である。以下にその方法をいくつか挙

げる。

① １時間の学習の中での習得・活用の様相を見取る。 【逐語記録・ワークシート等】

② 習得した知識・技能が単元の学習，あるいは生活場面等でも活用できているかどうか
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を見取る。 【逐語記録・ワークシート・テスト等】

③ 実践前と実践後の思考力・判断力・表現力の変容を見取る。

【子どもの記述・テスト等】

あくまでこれは一例であり，先生方の工夫で，よりよい検証方法を提案していただきたい。

３ 年間計画

月 年 間 の 見 通 し

５ ○ 総会・理事会

・研究主題，研究方法等

・夏季研について

・実践発表における留意点

６ ○ 夏季研の打ち合わせ

７ ○ 夏季研

８ ○ 夏季研で発表した資料，成果と課題をデータで事務局へ

９ ○ 夏季研の反省

11 ○ 研究推進委員会

・来年度香小研テーマ，研究内容等

・夏季研のもち方

・夏季研における各郡市の提案単元・学年について

２ ○ 事務局会・研究推進部会

・来年度香小研テーマ，研究内容等

・各郡市の提案単元・学年の周知

４ 平成２１年度の夏季研修会について

日時 平成２１年７月２４日（金） ９：００～１６：００

場所 アイレックス（丸亀市）

内容 時 間 研 修 内 容 等

8:40～9:00 受付・弁当食券販売

9:00～9:10 開会行事（香小研国語部会長挨拶・日程説明等）

9:10～9:25 香小研研究テーマ発表（香小研国語部会研究部長）

9:30～10:20 フィンランド・メソッドの実践講習（予定）

香川大学教授 佐藤 明宏 先生

10:30～12:20 研修Ⅰ（大単元：前半50分－10分－後半50分）

○ 分科会１：小豆・東ブロック（小豆）

第１学年「いろいろなじゃんけんについてはなしあおう」

－じゃんけん－



- 6 -

○ 分科会２：西ブロック（三豊・観音寺）

第４学年「人物の気持ちのうつり変わりを考えよう」

－ごんぎつね－

12:20～13:20 昼食・休憩

13:20～14:00 研修Ⅱ（トピック単元）

○ 分科会１：高松ブロック

第１学年「ことばあそびうたをつくろう」

○ 分科会２：中ブロック（丸亀）

第３学年「想ぞうを広げて」

14:00～14:15 指導 香川県教育委員会義務教育課

14:30～15:50 講演「 （演題未定） 」

早稲田大学教授 安彦 忠彦 先生

15:50～16:00 閉会行事（香小研国語部会副会長挨拶・事務連絡）

① 研修Ⅰについて

○ 夏季研までに実践することが望ましいが，２学期や３学期の単元については，構

想段階の発表でもよい。ただし，その構想は２学期～３学期に実践し，成果と課題

をまとめて事務局にデータを送付する（来年２月末まで）。

② 研修Ⅱについて

○ 夏季研までに実践したものを発表する。発表に際しては，演習や模擬授業形式な

どを取り入れ，参会者参加型の研修とする。具体的な進め方については，司会者と

相談しながら決定する。

５ 四国大会について

（１）第２４回四国国語教育研究大会（徳島大会）について

主体的・自覚的にことばを学ぶ子どもが育つ国語科学習の創造

－「読むこと」を基盤に，知識・技能の習得と活用する力の育成を図る学習指導－

○ 平成２１年１１月２０日（金）

○ 提案発表（香川県の割り当て）

・ 高松ブロック：第６学年，中ブロック：第３学年

・ 発表時間は２０分

・ 要項用原稿は平成２１年５月に依頼され，９月末〆切

（２）第２５回四国国語教育研究大会（香川大会）・香小研大会について

○ 開催校：東かがわ市立本町小学校

○ 平成２３年度の香小研大会との同時開催（予定）


